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輸入食品衛生管理者 
第２７回養成講習会 
東京会場・大阪会場 

 

ご案内 

 

 
 

主催 公益社団法人日本輸入食品安全推進協会 

 

講習会実施ご案内  
 

１． 会場・実施期間・定員 
 東京会場 （定員 １２０名） 
  平成 30 年 10 月 29 日（月）～10 月 31 日（水） 
  東京ダイヤビル５号館 1F TDB ホール 

   東京都中央区新川 1-28-23 

             TEL 03-3553-4472 

   ※地下鉄 日比谷線・東西線「茅場町駅」 

        徒歩１０分 
 
 大阪会場 （定員 ５０名） 
  平成 30 年 11 月 13 日（火）～11 月 15 日（木） 
  大阪社会福祉指導センター4F 研修室 2 

大阪府大阪市中央区中寺 1-1-54 

TEL 06-6762-9471 

   ※地下鉄 谷町線・長堀鶴見緑地線 

「谷町六丁目駅」徒歩５分 

 
２． 受講条件 

食品に関連する事業者、食品衛生法およびその関連

法令等を習得したい方 
 

３． 受講料 
一   般  83,000 円 

本協会会員  53,000 円 

  （資格登録・テキスト・参考図書・昼食を含む） 

  申込書を受け付けた後、受講票・会場案内図・ 

請求書をお送りいたします。受講料は受講前に 

 お振り込みをお願いします。 
 
４． 申込期限 

各開催日の２週間前 
（定員になり次第締め切らせて頂きます。） 

 
 

輸入食品衛生管理者養成講習会講師及び日程表 
 

講 師：厚生労働省 本省 
    開催地区検疫所 食品監視課 
    消費者庁 食品表示企画課 
 

日 程 講 習 科 目 等 

第１日 （開始 10:00） 
開講挨拶 
輸入食品衛生管理者制度 
輸入食品等の安全確保体制 
輸入食品等の現状 
食品の表示 
（終了 16:50） 

第２日 （開始 10:00） 
食品衛生法等関係法規 
輸入食品等の届出事務 
食品等の規格基準 

（終了 16:20） 
第３日 （開始 10:00） 

輸入食品等の食品衛生法違反事例（監視統計、

主な事例） 

食品等の安全確保（監視業務） 

理解度チェック 

講評 

閉講挨拶 

修了証書の交付 

（終了 16:40） 

※ 一部変更する場合があります。 
 

 

 

 



輸入食品衛生管理者制度について 
 

本制度は、輸入食品を扱う事業者が、輸入食

品の安全性確保のために「輸入食品衛生管理

者」を設置し、社内の自主管理体制を確立して

いただくことを目的としています。 

 

平成に入り輸入食品の届出件数が急激に増

加し始めたため、平成４年に当時の厚生省生活

衛生局長から当協会長に、輸入食品衛生管理者

制度の導入を速やかに推進されたい旨の通知

がありました。 

 

厚生労働省本省、同検疫所、都道府県衛生主

管部局等のご支援・ご協力のもと当協会が輸入

食品衛生管理者の養成機関となって、平成４年

度から「輸入食品衛生管理者養成講習会」を実

施しており、平成３０年度は２７回目の開催と

なります。 

 

養成講習会は日程表の通り、食品衛生法およ

び食品表示法関連事項、食品等の輸入届出方法、

食品衛生法違反事例など、食品輸入事業者が必

要とする知識を体系的に学べる内容になって

います。 

 

◎ 輸入食品衛生管理者の資格認定・更新 

養成講習会の全課程を修了し、一定の理解を

得た者を当協会長が「輸入食品衛生管理者」と

して認定し、証を発行します。 
資格認定者は「食品等輸入届出書」の「輸入食

品衛生管理者番号欄」に登録番号を記載できます。 
また、最新の知識や情報を収集し業務に活用

していただくために、当協会が実施する資格更

新研修を２年に１度受講していただきます。 
 

 
 
◎ 輸入食品衛生管理者の設置 

食品関連事業者は認定を受けた者を社内の

輸入食品衛生管理者として設置する旨を当協

会長に届出ます。 
当協会長はこの届出に基づき、申請のあった

輸入食品衛生管理者を厚生労働省に報告し、輸

入食品監視支援システム（FAINS）への登録を

依頼します。 
 

◎輸入食品衛生管理者の役割（自主管理） 
・自社のコンプライアンス確保の対策を推進 
・社内調達部署と連携し輸入する食材の検査指

導、および自社の品質基準を確保する対策を

推進 
・輸入後の安全性チェック 

 
これら専門的業務を遂行するためには、日頃

より法令、衛生情報、違反事例等の情報を収集

し、取扱品の安全確保に努めることが求められ

ます。そのことが結果として、顧客に対する取

扱品の品質を保証し、食品輸入事業者としての

責任を果たすことにつながります。 
 

 

 

 

 

 

 

輸入食品事業者自主管理体制支援 

カロリーベースでおよそ６割の食品を海

外からの輸入に依存している日本では、輸

入食品なくして私たちの豊かな食生活は成

り立ちません。 

一方、近年多発している食品の安全を損

なう事案・事故や表示偽装等が、消費者の

食に対する不信・不安を招き、食の安全に

対する社会的関心を高めています。 

これを受けて、国は、輸入食品に関して

厚生労働大臣や地方自治体に毎年「輸入食

品監視指導計画」の策定、公表を義務付け

るとともに、輸入食品事業者には自主管理

体制の構築・推進を強く要請しています。 

当協会は、輸入食品衛生管理者養成講習

会を協会の基幹事業として位置づけ、厚生

労働省、消費者庁をはじめ関連団体等と連

携しながら、事業者の自主管理体制の構

築・推進を支援する取り組みを実施してい

ます。 

公益事業を通して、輸入食品等の安全性

確保を図り、輸入食品等に対する国民の信

頼の確保と公衆衛生の向上および増進に寄

与する活動を推進しています。当協会の趣

旨にご賛同いただける方はぜひ会員として

のご入会をご検討ください。入会方法等に

つきましては、以下までお問い合わせくだ

さい。 

 

 

 

 

 

〒103-0005 

東京都中央区日本橋久松町９番８号 

アーネストビル８階 

公益社団法人日本輸入食品安全推進協会 

TEL03-5695-0819 FAX03-5695-0969 

http://www.asif.or.jp 

E-mail asif@asif.or.jp 

支援 

連携 

海外生産 

買付け 

管理部署 

（衛生管理者）
調達部署 

販売部署 

厚労省・同検疫所 

農水省・消費者庁 

地方自治体 

食品関連団体 

消費者 等

情報収集

知識集積

対策推進 

検査指導 輸入 



 
 
 
 
 
 
 

  お申し込み方法 

下記の受講申込書を各開催日の２週間前までに 
郵便又はＦＡＸにてお送りください。 

公益社団法人 日本輸入食品安全推進協会 

ＦＡＸ番号 ０３－５６９５－０９６９ 

郵 便 は が き 

 
6 2 円 切 手 

を お 貼 り 

下 さ い 

 

 

１ ０ ３ － ０ ０ ０ ５ 
 

 

 

  

東京都中央区 

日本橋久松町９番８号 

アーネストビル８階 

 

公益社団法人 

日本輸入食品安全推進協会長  行 

 
 
 

 

 

 

 

  講習会受講申込書 
希望会場（○印をお願いします。） 

１．東京会場   ２．大阪会場 
（ふりがな） 
○受 講 者 氏 名 
                                  

現在の所属・連絡先 
（企業名） 

 

（部課名） 
 

（住 所）〒 
 
 

（電 話） 

 

（ＦＡＸ） 

 
（E-mail） 
                              
（アンケート）この資格講習会をどこで知りましたか？ 
（ ）輸入食品衛生管理者・（ ）検疫所・（ ）役所・（ ）検査機関 

（ ）当協会会員企業・（ ）協議会・（ ）報道 

その他（具体的に                              ） 

※ご記入頂いた個人情報は講習会受講手続き目的以外に使用いたしません。 

お問い合せ先 

〒103-0005 

東京都中央区日本橋久松町９番８号 

アーネストビル８階 

公益社団法人日本輸入食品安全推進協会

TEL03-5695-0819 FAX03-5695-0969 

http://www.asif.or.jp 

E-mail asif@asif.or.jp 


